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昭和５３年以降の地価変動率の推移（住宅地）
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昭和５３年以降の地価変動率の推移（商業地）
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個　　人 4,000万円まで：

５年  超 ：

２年以下：

　　  税　率

(長 期)
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区　　　　分

（ 廃　　止 ）

（所有期間10年以下）
法　　人

譲渡益課税

登 録 免 許 税
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８０.７３３６.８

２０％（住６％）　　　　

現　 　　　在

同    左
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（課税停止）

（課税停止）
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２０％追加課税 創設

（土地売買）

創　　設
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地  価  税

土 地 税 制 の 推 移

２０％（住６％）

２０％追加課税

バ ブ ル 期 前 土 地 税 制 改 革
（平成３年度改正)

３０％（住９％）　　　

３０％分離課税

(昭和58年) (平成３年)

１００

課税標準の特例
　１／３

（課税停止）

(昭和48年)

に引上げ に引下げ

対平成３年
  ▲７６％

(昭和57年)
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１．課 税 対 象 国による登記等 （登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明をいう。）

２．納税義務者 登記等を受ける者 （登記等を受ける者が２人以上であるときは、連帯して納付する義務を負う。）

３．課 税 標 準 登記等の種類ごとに法定

(例)　売買による土地の所有権の移転登記 ⇒ 不動産の価額＝固定資産税評価額

(注)　土地の登記に係る不動産の価額の特例

H11．４．１～15．３．31 ⇒

４．税  　　率 登記等の種類ごとに法定 （定率税率によるものと定額税率によるものとがある。）

（例） 不動産登記の場合

・所有権の保存、移転（相続） １，０００分の ６

・所有権の移転（売買） １，０００分の５０

５．軽減措置等 ・ 認定再開発事業計画、民都法の認定計画等に基づき土地を取得した場合の軽減措置
　 　(主なもの) ・ SPC、投資法人等が不動産を取得した場合の軽減措置

(参考) ・都市基盤整備公団、土地開発公社等が受ける登記の非課税
・都市再開発法の市街地再開発事業用の土地・建物に係る登記の非課税

６．課 税 実 績 平成13年度実績 ： ７，９５７億円 うち土地分 ５,８４７億円

(参考）　税　　収　平成14年度予算 ： ７，７３０億円

固定資産税評価額　×　１／３

登 録 免 許 税 の 概 要
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（単位：億円）

不動産の価額 債権金額等 その他

不動産登記　 7,183 5,484 1,166 533
(90.3) ［76.3］ ［16.2］ ［7.4］

　　土　　地 5,847 4,314 1,040 494
(73.5) ［73.8］ ［17.8］ ［8.4］

　　建　　物 1,336 1,170 126 39
(16.8) ［87.6］ ［9.5］ ［2.9］

商業登記　　 693 445 247
(8.7)

その他　　　 82 17 65
(1.0)

7,957 5,484 1,629 845
(100) ［68.9］ ［20.5］ ［10.6］

（注）１．統計上、「不動産の価額」及び「債権金額等」の区分が明らかでないものは「その他」とした。
２．株式会社の設立登記等の税額は、「債権金額等」の欄に記載してある。

４．（　）は、登録免許税額の合計に占める各区分の構成比である。
５．［　］は、各区分における課税標準別額の構成比である。

３．「不動産の価額」は、固定資産税評価額である。ただし、土地については、固定資産税評価額の３分の１とする措置が講じられている。

○　登記の種類別登録免許税額（平成１３年度課税実績）

左のうち課税標準別税額
区分 登録免許税額

計
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民間地(宅地)資産額に対する登録免許税の負担割合の推移（マクロ試算）
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登録免許税の負担割合

（年）

バブル期前10年間（昭和53年～62年）
の平均負担割合＝1.54％

(注）１．負担割合＝評価割合（固定資産税決定価格(宅地)／民有地(宅地)資産額(ＳＮＡ)）×負担調整割合(６～10年度：40％､11～13年度：1/3 等)×税率（５％）
　　　　　　　　　　  ＝固定資産税決定価格（宅地）×負担調整割合×税率／民有地（宅地）資産額（ＳＮＡ）
　　　２．＊は固定資産税の評価替えの年を示す。**は評価の均衡化・適正化を図った年(平成６年度以降､地価公示価格の７割で評価)を示す。
　　　３．SNAは、平成２年までは平成２年基準、平成３年以降は平成７年基準による。

・ 最近の登録免許税の負担割合は、バブル期前の平均水準の「３／４程度」。
・ 平成元年～平成５年の指数の低下は、登録免許税の課税標準である固定資産税の評価が、低水準に
止まっていたことによる。

固定資産税の評価が低
水準に止まっていた。
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1.00

0
～～
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平成 14 年度の税制改正に関する答申（抄） 

平成 13 年 12 月 14 日 

税 制 調 査 会 

二 平成 14 年度税制改正 

５．資産課税等 

?  その他 

① 土地税制のあり方 

  土地税制のあり方については、現在、土地の保有・流通に係る税目などについて様々な意見がある。この点については、

譲渡益課税を含め、幅広い観点を踏まえ、適正化も視野に入れて考えていく必要がある。とりわけ、土地基本法の基本理

念、地価の推移、課税ベースが各種の特例措置等により大きく侵食されていることなどに留意すべきである。また、公的サ

ービスの費用を広く公平に分かち合うために、限られた基幹税目のみならず各種の税目を組み合わせるという観点も重要

である。 

② 登録免許税 

 土地の流通を阻害するといった観点から、登録免許税の負担の大幅な軽減や手数料化すべきとの意見が出された。しか

しながら、地価が大幅に下落しているにもかかわらず、土地の需要が低迷している現状において、登録免許税の現行１％

程度の負担を軽減しても、土地に対する需要を十分に喚起するとは考えられない。 

また、登録免許税は、基本的に登記などによって生じる利益に着目するとともに、高額の土地取引等の登記・登録などの

背後にある経済取引に担税力を見出して、それに応じて課税するものであり、手数料とは性質が異なると考える。 

現下の厳しい財政状況の下、貴重な財源である登録免許税は引き続き不可欠な存在である。 
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